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令和４年１２月 

厚真町・社会福祉法人みつわ福祉会 



協 定 書 

 

厚真町（以下「甲」という。）と社会福祉法人みつわ福祉会（以下「乙」という。）は、就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第

７７号。以下「認定こども園法」という。）第３３条において読み替えられる児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第５６条の８第１項の公私連携保育所型認

定こども園（以下「公私連携認定こども園」という。）の設置及び運営について、法に定め

るもののほか、必要な事項について協定を締結する。 

 

   第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 本協定は、法第５６条の８第２項の規定により、甲が乙を公私連携保育法人とし 

て、指定するために必要な事項を定める。 

（相互協力） 

第２条 甲及び乙は、互いに協力し、公私連携認定こども園を適正かつ円滑に設置及び運

営するために本協定を誠実に履行しなければならない。 

（定義） 

第３条 本協定において、用語の意義は法及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号。以下「支援法」という。）に定めるところによる。 

（基本的事項） 

第４条 乙は、各種関係法令等及び本協定を遵守し、公私連携認定こども園を設置運営す

るものとする。 

２ 乙は、甲が行う保育行政を理解し、厚真町子ども・子育て支援事業計画と整合を図る

とともに、計画の推進に積極的に協力するものとする。 

３ 乙は、第６条に規定する開園日に支障なく公私連携認定こども園を開園するため、甲

と十分な協議を行い必要な人材確保や運営資金などの準備を整えなければならない。 

（名称及び所在地） 

第５条 本協定の目的となる公私連携認定こども園の名称及び所在地は次のとおりとす

る。 

（１）名 称 社会福祉法人みつわ福祉会 

公私連携保育所型認定こども園 宮の森こども園 

（２）所在地 北海道勇払郡厚真町字上厚真２５８番地７ 

（開園日） 

第６条 公私連携認定こども園の開園日は、令和６年４月１日とする。 



（実施する事業） 

第７条 乙が、公私連携認定こども園で行う業務は次のとおりとする。 

（１）認定こども園法第２条第６項に規定される認定こども園の整備、管理及び運営に

関する業務 

（２）認定こども園法第３条第２項第２号に規定する保育に関する業務 

（３）認定こども園法第２条第１２項に規定する子育て支援事業 

（４）支援法第５９条に規定する地域子ども・子育て支援事業のうち、甲が指定する事

業 

（５）その他、甲が定める事業及び甲乙協議のうえ実施する事業 

 

第２章 保育等に関する基本的事項 

 

（基本的事項） 

第８条 乙は、次に掲げる事項に留意し、保育等を提供するものとする。 

（１）公私連携認定こども園への移行に伴う既存の厚真町宮の森こども園（以下「公立

認定こども園」という。）の在園児への影響が最小限になるよう努め、現在の教

育・保育指導内容の継続に配慮すること。 

（２）特色のある教育・保育の提供に努めることし、その目的や費用負担等の内容につ

いて、事前に甲と協議を行うこと。 

（３）特別な支援を必要とする子どもの受け入れ体制を整えるとともに、甲や厚真町教

育委員会、その他関係機関と連携を図ること。 

（４）年間行事については、甲が公立認定こども園において現に行う行事を基本とし、

行事の改廃や新たな行事に取り組む場合は保護者を含め協議を行うこと。 

（５）保護者の宗教等の多様性に配慮し、誤解を招くような宗教的な行事や行為は行わ

ないこと。ただし、一般的な行事については制限をしない。 

（６）保護者等からの苦情については、責任者を定め解決処理の仕組みを整備するこ

と。 

（７）甲や厚真町教育委員会が主催する行事、会議等へは積極的に参加すること。 

（８）より良い教育・保育活動を行うため、常に教育・保育内容の向上に努めること。 

（保護者の子育て支援・地域の子育て支援）  

第９条 乙は、子どもの発達や育児などについて、保護者と共通理解が得られるよう保護

者への情報提供に努めるとともに、保育ニーズを把握するための取組を行い、乙が行う

事業に反映するよう努めること。 

（運営経費等） 

第１０条 利用者負担額は、厚真町こども園の設置及び特定教育・保育の実施に関する条

例（平成２３年条例第１４号）及び厚真町特定教育・保育施設の利用者負担額等に関す



る規則（平成２９年規則第１４号）に基づき算出した額とし、乙が徴収するものとす

る。 

２ 利用者負担額のほか、保育において提供される便宜に要する費用について、事前に保

護者から了承を得ることとし、乙が徴収するものとする。 

３ 乙が実施する子ども・子育て支援事業の利用者負担額は、甲と協議し、あらかじめ保

護者説明を行い、同意を得たうえで決定するものとし、乙が徴収するものとする。 

４ 甲が指定する地域子ども・子育て支援事業については、甲乙間の委託契約により決定

する。 

５ 公私連携認定こども園の専用部分に係る光熱水費や施設の保守点検など維持管理に関

する経費は乙の負担とする。 

６ 公私連携認定こども園への移行に伴う変更手続きは、原則、乙が行うこととし、その

経費については乙が負担とするものとする。 

（職員の派遣） 

第１１条 乙は、公私連携認定こども園の安定的運営を図るため、甲にその業務に従事す

る職員の派遣を要請した場合、甲は、必要に応じて公益法人等への職員の派遣等に関す

る条例（平成１４年条例第２９号）第４条の規定に基づき、乙に職員（以下「派遣職

員」）を派遣するものとする。 

２ 甲は、派遣職員に給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給するも

のとし、それ以外の甲が定める手当等については、甲の例規に基づき、乙が派遣職員に

支給するものとする。 

３ 乙は、派遣職員の役職に応じて、乙の給与規定により算出した人件費相当額から、派

遣職員に直接支給した手当等の額を差し引いた額を甲に支払うものとする。 

（個人情報の取扱い） 

第１２条 乙は、個人情報の取扱いについては、厚真町個人情報保護条例（平成１３年条

例第１４号）の規定を遵守するとともに、乙が定める規定等に基づき適切な管理を行わ

なければならない。 

２ 乙の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使

用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 

第３章 必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力に関する基本的事項 

 

（設備等の貸付け及び譲渡） 

第１３条 公私連携認定こども園を設置するにあたり必要な土地及び設備等については、

法第５６条の８第４項並びに厚真町財産条例（平成９年条例第３号）の規定を適用し、

次のとおり取り扱うものとする。 

（１）用地、園舎及び遊具・付帯設備（太陽光発電設備と付属する受給電設備は除く）



等（以下「施設等」という。）については、本協定の有効期間に公私連携型保育所

等の教育及び保育等を行う目的のために使用することに限り、乙に有償で貸付ける

こととし、甲乙間で賃貸借契約を締結するものとする。 

（２）貸付けた施設等の修繕や改修等については、甲の許可を得たうえで乙の負担と責

任において適時適切に行うものとする。ただし、大規模改修については、甲乙の協

議により行うものとする。 

（３） 乙は、施設等について、善良な維持管理（施設設備の点検、事故防止等）の義

務を負うものとする。 

（４） 甲が公立認定こども園において現に使用している備品のうち、甲乙協議のうえ

合意したものについては、開園時に甲から乙へ無償譲渡する。ただし、譲渡した備

品は、園内で使用するものとし、甲の承認を受けた場合を除き、その使用可能な期

間中は、他者に貸し付けたり売り払いしたりしてはならないものとし、破損や故障

の場合の修繕や買換えの経費は、乙の負担とする。 

（５） 令和６年４月１日に開園するにあたり必要な備品の購入や施設整備等は、令和

５年度中に乙が行うものとし、その経費については乙の負担とする。なお、乙は施

設を整備するときには、整備の内容及び工期等について、甲と事前調整を行い、許

可を受けて行うものとする。 

 （６） 公私連携認定こども園の運営に係る光熱水費、通信運搬費及び負担金等につい

ては、原則、名義を甲から乙に変更し、料金は乙が負担するものとする。 

（７） 公私連携認定こども園との合築施設である厚南子育て支援センター及び厚南児

童会館との共用部分（園庭、駐車場及び一部電気設備）については、甲がこれまで

どおり利用できるものとし、乙は、当該合築施設の運営に支障が無いよう配慮する

こと。また、共有部分の維持管理は乙が行うこととし、当該施設の使用に係る経費

負担割合は別に定めるものとする。 

 （８） 建物の火災保険については、乙が負担するものとする。 

 （９） 乙は、天災地変その他の事故等により、施設等を滅失し、または毀損したとき

は、速やかに甲に報告しなければならない。また、公私連携認定こども園の運営に

あたり、造作や付属物件の設置及び撤去等、施設等の現状を変更するときは、あら

かじめ甲と協議しなければならない。 

（１０）公私連携認定こども園を運営・整備するにあたっての費用に対し、国・北海道

の補助制度及び甲が定める要綱に基づき、補助金を交付する。なお、補助金額は、

甲の予算の範囲とし、予算は、厚真町議会の議決を前提とする。 

 

    第４章 協定の期間等 

 

（協定の期限） 



第１４条 本協定の有効期限は、協定締結の日から令和１６年３月３１日までとする。な

お、その後の協定の有効期限等については、有効期限満了前に甲乙協議のうえ決定す

る。 

（変更及び解除） 

第１５条 甲又は乙が本協定の内容の変更又は解除を申し出た場合は甲乙協議の上、必要

に応じて本協定の変更又は解除を行うものとする。 

２ 乙は、公私連携認定こども園を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の１年

前までに前項の協定の解除を甲に申し出るものとする。 

 

第５章 協定に違反した場合の措置 

 

（協定に違反した場合の措置） 

第１６条 甲は、法第５６条の８第７項の規定により、公私連携認定こども園の運営を適

切にさせるため、必要があると認めるときは、乙若しくは公私連携認定こども園の園長

に対して、必要な報告を求め、又は甲の職員に、関係者に対して質問させ、若しくはそ

の施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 甲は、乙が正当な理由なく本協定に従った運営を行っていないと認めるときは法第５

６条の８第１０項の規定により勧告を行うことができる。 

３ 甲は、乙が前号の規定による勧告に従わないときは、法第５６条の８第１１項の規定

により、甲は公私連携保育法人の指定を取り消し、本協定を解除することができる。 

４ 乙は、指定の取り消し処分を受けたときは、法第３５条１２項の規定による廃止の認

可を北海道知事に申請しなければならない。 

５ 乙は、前項の規定による廃止の承認の申請をしたときは、当該申請の日前一月以内に

保育等を受けていた者であって、当該廃止の日以後においても引き続き当該保育等に相

当する保育等の提供を希望する者に対し、必要な保育等が継続的に提供されるよう、他

の保育所及び認定こども園その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなけれ

ばならない。 

 

第６章 その他設置及び運営に関し必要な事項 

 

（その他設置及び運営に関し必要な事項） 

第１７条 本協定に定めるもののほか、厚真町公私連携保育法人募集要項（令和４年８

月）及び厚真町公私連携保育所型認定こども園運営条件等を遵守するものとする。 

（移行準備・共同保育・引継ぎ） 

第１８条 乙は、公私連携認定こども園への移行に際し、説明会等を開催し保護者や地

域住民から理解が得られるよう努めるものとする。 



２ 乙は、甲から公立認定こども園の現状の教育・保育内容等の引継ぎを受け、子ども

たち一人ひとりの状況把握や信頼関係の構築を図るため、甲が公立認定こども園で実

施する共同保育業務を受託するものとする。 

（三者協議会） 

第１９条 乙は、公私連携認定こども園の教育、保育内容及び運営に関することについて

協議するため、保護者、甲及び乙で構成する三者協議会を設置するものとする。 

（原状回復義務） 

第２０条 乙は、第１６条第３項の規定により指定を取り消されたときは、速やかにその

管理しなくなった設備等を原状に復し、無償譲渡された備品も含め、甲に返還しなけれ

ばならない。ただし、甲の承認を受けたときはこの限りでない。 

（損害賠償） 

第２１条 乙は、本協定に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その 

損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 

２ 乙は、公私連携認定こども園の運営にあたり、乙の責めに帰すべき事由により第三者

に損害が生じた場合は、その損害を賠償しなければならない。 

（重要事項の変更） 

第２２条 乙は、公私連携認定こども園の設置及び運営に関し必要な事項の変更を行うと

きは、事前に甲に届出なければならない。 

 

 上記協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、当事者記名押印の上、各自その 

１通を保有する。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

（甲） 北海道勇払郡厚真町京町１２０番地 

 

厚真町長    

 

 

（乙） 沖縄県島尻郡南風原町字喜屋武４１６番地２ 

  社会福祉法人みつわ福祉会 

     

  理事長 


